後期臨床研修医
応 募 者 各 位　

船橋市立医療センター

院長　 高 原 　善 治

　後期臨床研修制度は、必修化された初期研修プログラムとは異なり、当院独自の任意プログラムであり、雇用契約により研修プログラムを履修することができる制度です。
　事前に熟読のうえ、面接会場に持参してください。

後期臨床研修医応募に際しての同意書

（１）履修期間中は、市職員（非常勤一般職）として、法令及び条例規則等を遵守しなければなりません。

（２）兼業（アルバイト）は禁止です。

（３）後期臨床研修医の履修期間は、決定通知書により年限を明記のうえ通知します。

　　　但し、雇用契約は、１年ごとに更新するものとします。

　　　更新に際しては、研修期間中の成績が病院の評価基準を満たしていないと判断した場合は、プログラムの履修を終了し、更新しないことがあります。

（４）給与は、後期臨床研修制度取扱要綱第１０条の規定により支給されます。

　　　後期臨床研修医１年次（卒後３年目医師）の場合の年収報酬は６６０万円であり、年額を12分した均等額５５万円に（５）の実績に基づく手当の合算額を月額給与として支給します。

（５）主な手当（平成２２年4月1日現在）

　①当直手当      ：正当直として1回あたりの当直手当23,200円支給

　②オンコール手当：待機手当1回2,000円

　　　　　　　　　     　出勤1時間につき2,000円（上限10,000円）支給

（６）研修プログラムに基づく他施設（大学等）研修期間中は、研修先施設の身分及び処遇条件が適用されます。

（７）住宅取得及び家賃に関する補助はありません。

（８）その他の処遇については、後期臨床研修制度取扱要綱のとおりです。

（９）医師賠償責任保険に加入しなければなりません。

　
私は、船橋市立医療センター後期臨床研修医採用の応募に際して、上記身分及び処遇に関する条件に同意します。

平成２２年９月　　日

後期臨床研修医応募者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平成２２年９月　　日

後期研修医応募者
各　位

　　　　　　　　　　　

　船橋市立医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　院長　高原善治

　　

　後期臨床研修医受験について

　　　　　　下記の日程で行いますのでご承知おきください。

記

日時　　　　　平成２２年１０月　日（　）
　　　　　　　　　　１６:００～

会場　　　　　Ｃ館４階４０２会議室

　　　試験面接官　　鈴木病院局長、高原院長、渡辺副院長

唐澤副院長、丹羽診療局長、福澤臨床研修部長

志望診療科責任者

　

　　　
※　受験に際して別紙同意書をご記入のうえ会場にご持参ください。

　　　　　　　　合格発表は１０月　　日（　）です。
　　　　　

問　　総務課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽鳥･俵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線５２３２まで

